
里親制度推進費補助金交付要綱 

 

 （趣 旨） 

第１条 県は、里親制度の円滑な運営を図るため、一般社団法人埼玉県里親会

（以下「里親会」という。）等が行う特別里親推進事業、里子レクリエーショ

ン事業及び里親賠償責任保険保険料負担事業に要する経費について、予算の

範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭

和４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

 

 （定 義） 

第２条 この要綱において「特別里親推進事業」とは、次に掲げる事業をいう。 

 （１）児童相談所長が児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項

第３号の規定に基づいて里親会に所属する里親（以下「会員里親」という。）

に委託した児童（以下「里子」という。）を、２人以上養育している里親（以

下「特別里親」という。）に対して、里親会が養育手当及び支度費を支給する

事業 

 （２）里親会に所属していない里親（以下「非会員里親」という。）のうち特別

里親に対して、養育手当及び支度費を支給する事業 

２ この要綱において「里子レクリエーション事業」とは、次に掲げる事業をい

う。 

（１）里親会が主催して、里子のレクリエーションのための宿泊を伴う旅行を

行う事業 

（２）里親会が、里子のレクリエーションのための宿泊を伴う旅行について、会

員里親及び非会員里親に対し実費の範囲内で補助する事業 

３ この要綱において「里親賠償責任保険保険料負担事業」とは、里親会が、会

員里親が里子の養育中の事故等により損害賠償の責任を負担することとなる

場合における当該損害をてん補するため、保険事業者と契約を締結し、その

保険料を負担する事業をいう。 

 



 （補助対象経費等） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。 

事業 対  象  経  費 補   助   額 
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育
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（１）里親会が会員里親である特

別里親に対して、里子の養育費と

して支給した金額 

（２）非会員里親である特別里親

に対して、２人目以降の里子を養

育するための経費 

 

※里親手当が２人目以降の支給

額とされる場合に限る。 

 １人を超える里子１人につ

き月額１０，０００円の範囲内

で知事が定める額 

支

度

費 

（１）里親会が会員里親である特

別里親に対して、里子の受託に必

要な寝具、被服、その他の生活用

品の購入費として支給した金額

（受託時１回の支給額に限る。） 

（２）非会員である特別里親が里

子の受託に必要な寝具、被服、そ

の他の生活用品の購入に係る経

費（受託時１回の支給に限る。） 

 

※里親手当が２人目以降の支給

額とされる場合に限る。 

 １人を超える里子１人につ

き、２０，０００円の範囲内で

知事が定める額 

里
子
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
事
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 里子の旅行に要した経費又は里子

の旅行について会員里親及び非会員

里親に補助した経費（１年度１回の

旅行に係る経費に限る。） 

 里子１人につき３，０００円

（当該旅行又は補助に要した

経費３，０００円に満たないと

きは、当該費用の額）の範囲内

で知事が定める額 

保
険
料
負
担
事

業 

里
親
賠
償
責
任
保
険 

 会員里親を対象とした里親賠償責

任保険に係る保険料（一時保護委託、

レスパイトに係るものを除く。） 

 保険料に相当する額（当該保

険契約の相手方から、保険料払

込額の１０パーセントを超え

る額の還付を受けたときは、当

該超える額を控除した額）の範

囲内で知事が定める額 

 

 



 （申請書の様式等） 

第４条 規則第４条第１項の規定による申請は、里親会の場合にあっては、様

式第１－１号、非会員里親の場合にあっては、様式第１-２号の申請書により

行うものとする。 

２ 前項の申請書の提出期限は、別に指示する期日とする。 

 

 （申請書の記載事項等） 

第５条 規則第４条第１項第３号に規定する事項は、記載することを要しない。 

２ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は

要しない。 

３ 規則第４条第２項第５号に規定する知事が定める事項を記載した書類は次

のとおりとする。 

（１）当該年度における里親会の歳入歳出予算書 

（２）里親賠償責任保険保険料負担事業に係る場合にあっては、当該保険契約

書案の写し 

 

 （交付決定通知書の様式） 

第６条 規則第７条の規定による交付決定の通知は、里親会の場合にあっては、

様式第２－１号、非会員里親の場合にあっては、様式第２-２号の通知書によ

り行うものとする。 

 

 （交付の方法） 

第７条 規則第５条の規定により交付決定した補助金は、知事が必要と認める

場合は概算払いで交付することができる。 

  

 （状況報告） 

第８条 里親会及び非会員里親は、知事の要求があったときは、補助事業等の

遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で知事に報告しなければなら

ない。 

２ 里親会は、里親が里親賠償責任保険保険料負担事業に係る保険金の請求を

行ったときは、その状況について書面で知事に報告しなければならない。 

 

 （報告書の様式等） 

第９条 規則第１３条の規定による報告は、里親会の場合にあっては、様式第

３－１号、非会員里親の場合にあっては、様式第３-２号の報告書により行う

ものとする。 

２ 前項の様式第３-１号の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければなら

ない。 

（１）様式第４号の精算書 

（２）当該年度における里親会の歳入歳出決算抄本又はその見込書抄本 



（３）里子レクリエ－ション事業に係る場合にあっては、次に掲げる書類 

  ア 宿泊施設等の領収証又はその写し 

  イ 様式５号の所要額積算内訳書 

（４）里親賠償責任保険保険料負担事業に係る場合にあっては、当該保険契約

書の写し 

３ 第１項の報告書の提出期限は、３月末日とする。 

 

 （確定通知書の様式等） 

第１０条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定は、様式第６号の通知

書により行うものとする。 

 

 （書類の整備等） 

第１１条 里親会及び非会員里親は、この補助金に係る収入及び支出等を明ら

かにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備

保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付に係る会計年度の

翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

 

  附  則 

１ この要綱は、昭和５４年４月１日から適用する。 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

 （１）昭和５１年４月７日付け婦第３８号埼玉県生活福祉部長通知別添「特別

里親推進費補助金交付要綱」 

 （２）昭和５２年５月２４日付け婦第２７７号埼玉県生活福祉部長通知別添

「里親賠償責任保険保険料補助金交付要綱」 

３ この要綱による申請書の提出期限は、第４条の規定にかかわらず、昭和５

４年度に限り、１２月末日とする。 

 

  附  則 

１ この要綱は、昭和５５年４月１日から適用する。 

２ この要綱による申請書の提出期限は、第４条の規定にかかわらず、昭和５

５年度に限り、６月末日とする。 

 

  附  則 

１ この要綱は、昭和５６年４月１日から適用する。 

２ この要綱による申請書の提出期限は、第４条の規定にかかわらず、昭和５

６年度に限り、６月末日とする。 

 

  附  則 

１ この要綱は、昭和６０年４月１日から適用する。 



２ この要綱による申請書の提出期限は、第４条の規定にかかわらず、昭和６

０年度に限り、９月１０日とする。 

 

  附  則 

 この要綱は、平成７年４月１日から適用する。 

 

  附  則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から適用する。 

 

  附  則 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から適用する。 

２ この要綱による申請書の提出期限は、第４条の規定にかかわらず、平成１

６年度に限り、１０月１０日とする。 

  附  則 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から適用する。 

２ この要綱による申請書の提出期限は、第４条の規定にかかわらず、平成１

７年度に限り、７月末日とする。 

 

  附  則 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から適用する。 

２ この要綱による申請書の提出期限は、第４条の規定にかかわらず、平成１

８年度に限り、７月末日とする。 

 

  附  則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

  附  則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から適用する。 

 

  附  則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

２ この要綱による申請書の提出期限は、第４条の規定にかかわらず、平成２

６年度に限り、６月末日とする。 

 

  附  則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 

 

  附  則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。ただし、第２条の第３項につ

いては、令和元年１１月１日から適用する。 


